
平成24年度 農業用廃プラスチック処理方法について
「ポリエチレン」と「塩化ビニール」の分別が必要です

農地パトロール（利用状況調査）の実施について 農業委員会からお知らせ
　農業委員会では農地パトロール（農地法第30条第 1項に基づく利用状況調査）を実施し、遊休農地の把握と
農地の無断転用の防止に努め、地域の重要な資源である農地を守り活かす運動を展開しています。ついては、
管内の農地所有者または借受者等は、農地の適正管理を励行くださるようお願いします。
　なお、農地のことでお困りの方は、各地区の農業委員または農業委員会事務局までお問い合せください。
《調査月間》
　 　農地パトロールは、年間を通しての取り組みとなりますが、毎年 7月から11月までを調査月間として実施
しますので、ご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ先】つがる市農業委員会事務局（柏分庁舎内）　電話25－3820

　農業用廃プラスチックは、昨年度から「ポリエチレン」と「塩化ビニール」との 2種類に分別して処理を行っ
ております。
　「ポリエチレン」は『協同開発舗装』で処分していますが、
　「塩化ビニール」は『協同開発舗装』が『青南商事』まで運搬して処分しております。
　したがって、「ポリエチレン」と「塩化ビニール」を混在していると受け入れることはできませんので、各
農家は搬入前に分別を徹底し、それぞれ指定日に「協同開発舗装」へ搬入するようお願いします。

プラスチックの種類 指定搬入日
（ 7月～10月）

処分料金
（農家負担額） 例 見分け方

ポリエチレン
（農ポリ）

水・木・金曜日
午前中（祝日可） 260円/10㎏

農業用ポリエチレン
育苗箱、肥料袋
農薬ポリ容器　等

ノーポリ  PE  PO  の
マークがある（表示がない
ものもある）。比較的簡単
に引き裂け、切り口が波を
打ち白くなる。

塩化ビニール
（農　ビ）

月・火曜日
午前中（祝日可）

297．5円/10㎏

（青南商事までの運搬費含む） 農業用ビニール
概ね１mおきに 農ビ  の
マークがある。引き裂きにく
く、切り口が白くならない。

※処分料金は 9月、12月に口座から引き落としします。

◆必要書類
•マニフェスト…搬入 1回につきマニフェスト 1枚が必要。（ 1枚30円で受付時に販売します）
•口座引落承諾書…処分料の口座引き落としに必要。
※各書類は、住所・氏名等の簡単な記入で作成できるように事務局で準備します。

◆申込方法
　農協・農事共栄組合または市役所に、搬入日の10日前までに申し込みしてください。
※申し込みの際は、印鑑を持参してください。
※事前に申し込みしていない場合は受け入れできませんので必ず事前に申し込みをしてください。

【問い合わせ先】
市役所農林水産課 電話42－2111（内線411）
ＪＡごしょつがる　木造総合支店 電話42－9153
ＪＡつがるにしきた　生産資材課 電話49－7789
ＪＡつがるにしきた富萢統括支店 電話56－3171
つがる市農事共栄組合事務局 電話42－3205
株式会社協同開発舗装 電話45－3204
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公営住宅

団地名 空家番号 所在地 建築年度 構　造 浴室 浴槽 給湯器 油タンク アンテナ 汚水処理 家賃月額（円）

富萢団地 Ｂ‒5号 富萢町荘野
61－37 Ｈ11

木造平屋
1戸建 2ＤＫ ○ ○ ○ ○ ○ 公共下水 18，500 ～ 27，500

高齢者用住宅（60歳以上の夫婦世帯対象）

団地名 空家番号 所在地 建築年度 構　造 浴室 浴槽 給湯器 油タンク アンテナ 汚水処理 家賃月額（円）
ことぶき
団　地

（オール電化）
1 号 柏桑野木田

若宮185 Ｈ13
木造平屋
9連戸1LDK ○ ○ ○ － ○ 農集排 18，800 ～ 28，000

募集期間 6 月18日㈪～ 6 月27日㈬　※入居可能予定日は 7月下旬頃となります。

入居者資格
①世帯の収入が政令で定める収入基準であること。（月額所得（認定月額）が158,000円以下）
②現に住宅に困窮していることが明らかな人であること。
③税を滞納していないこと。
④入居希望者または同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

必 要 書 類

①入居希望申請書（市役所建築住宅課にあります）
②平成24年度所得証明書
③全税目に未納がないことの証明書（用紙は市役所建築住宅課にあります）
④現在居住している方全員の住民票
⑤入居希望者または同居予定者で障害者手帳の交付を受けている方はその写し
⑥印鑑（お申し込みの際にご持参ください）
※申込者によってその他の添付書類が必要となる場合があります。

選 考 方 法 応募書類を審査のうえ、 7月上旬頃に選考予定。

そ　の　他 ・入居予定者に選考された方は、敷金家賃３カ月分、連帯保証人２人が必要になります。
・募集期間中に空家が発生した場合は、市ホームページに追加します。

【申し込み・問い合わせ先】建築住宅課　電話42－2111（内線383・386）

●下水道加入のお願い
　下水道は家庭の生活雑排水、し尿などの汚水を
処理し、周辺の生活環境の改善、用排水路や河川
の汚染を防ぐための施設です。供用開始された区
域でまだ、下水道に加入されてない方は、加入し
てくださるようお願いします。また、水洗化工事
を行う方への融資斡旋も実施していますのでご利
用ください。
①融資斡旋制度
　・融資限度額　
　　　 100万円以内と60万円以内の 2種類
　　　（詳しくはお問い合わせください）
　・償還期限： 5年以内
　・利息は市が補給します。
②下水道使用者の変更について
　下水道使用者が相続等により変更になる場合
は、速やかに届出してください。（届出に必要
な書類は、市役所下水道課、各支所、出張所に
あります）

③下水道の適切な使用について
　下水道に異物が流されたことにより、ポンプ
の故障が発生しております。ポンプが停止する
と市民生活に重大な影響を及ぼしますので、適
正使用に努めてください。

●合併浄化槽の費用補助について
　市では、公共下水道認可区域外及び農業集落排
水実施区域外において、単独浄化槽または汲み取
り便所から合併浄化槽へ設置替えを行う方に対し
て、補助金を交付しています。
※ 合併浄化槽とは、し尿と生活排水（台所・風呂・洗濯
などの雑排水）を併せて処理するための施設です。
①補助金の対象となる建物
　専用住宅（主に住居用に使用する建物で、店
舗等の床面積が総床面積の 2分の 1未満である
併用住宅を含む建物）
※ 専用住宅を新たに建設し、合併浄化槽を設置
する方は対象外です。

②補助金の対象区域
　つがる市全域で、公共下水道認可区域外及び
農業集落排水実施区域外とします。

③補助金の額
　・ 5　人　槽　　186，000円
　・ 6～ 7人槽　　219，000円
　・ 8～10人槽　　276，000円
④平成24年度受付基数
　10基程度（規定数になり次第締め切ります）

【問い合わせ先】下水道課 電話42－2111（内線371）

市営住宅〈空家〉入居者募集
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1.全身調整
 60分2500円！予約された方は500円引きの2000円です。

2.美容カイロ・全身調整
 90分4000円！予約された方は1000円引きの3000円です。
　　全身調整→お顔の歪み調整

期　　日　 8月15日㈬　受付 9：00～　　式典 10：00～
会　　場　生涯学習交流センター「松の館」 1階　交流ホール
対 象 者　 平成 4年 4月 2日から平成 5年 4月 1日までに出生された方で、現在つがる市に住所がある方また

はつがる市（旧木造町、旧森田村、旧柏村、旧稲垣村、旧車力村）を出身地とされる方
申し込み　　
●つがる市に住所がある方
　つがる市教育委員会から往復はがきで案内状を送付しま
すので、出欠を返信はがきでお知らせください。

●つがる市を出身地とされる方
　つがる市成人式に出席したい旨を電話でお知らせくださ
い。現住所、氏名、生年月日、送付先を確認したうえで案
内状を送付します。
※ 6 月25日㈪までに案内状が届いていない方は下記までご
連絡ください。

【申し込み・問い合わせ先】
つがる市教育委員会　生涯学習課　電話49－1200

絆でつながる家庭教育セミナー
　地域で支え合う子育てを学びながら親子で楽しむプログラムを企画、実践してゆく家庭教育セミナー（基礎
コース）を開講します。（青森県社会教育センターとの共催事業）

開催日 時　間 内　容 講師等 場　所

6月21日㈭ 13：00～15：00 開講式・基礎講座 県立保健大学　教授　中村由美子 氏 松 の 館

7月 8日㈰ 10：00～15：00 プ ロ グ ラ ム 参 加 鰺ヶ沢町でのイベントに参加 鰺ヶ沢町公民館

7月17日㈫ 10：00～15：00 プログラムづくり①
8 /18 実施のイベントづくり

松 の 館

後日決定 10：00～15：00 プログラムづくり② 松 の 館

8月18日㈯ 10：00～15：00 プ ロ グ ラ ム 実 践 楽しい手作りイベントを開催 松 の 館

8月28日㈫ 10：00～15：00 スキルアップ講座① 事業のまとめなど 松 の 館

9月 7日㈮ 10：00～15：00 スキルアップ講座②
お茶べり場・修了式 弘前大学　講師　深作拓郎 氏 鰺ヶ沢町公民館

●受講料無料。　●定員20名。性別・年齢問いません。託児も対応します。
● 3分の 2以上出席された方には青森県社会教育センターより修了証が交付されます。
● 申し込み：受講希望の方は住所・氏名・電話番号を、電話またはFAXでお知らせ下さい。随時受け付けします。

【申し込み・問い合わせ先】つがる市教育委員会　生涯学習課　電話49－1200　FAX49－1212

平成24年度「つがる市成人式」のご案内

̶ 成人式実行委員会スタッフ募集 ̶
自分たちの成人式を自分たちのアイデアで企画・
運営するスタッフを募集しています。
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児童手当・特例給付現況届の提出について
　平成24年 4 月から子ども手当にかわり児童手当制度が始まったことから、 6月に現況届の提出が必要となり
ます。現況届は、毎年 6月 1日時点における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうか
を確認するためのものです。
　市から送付される現況届に必要事項を記載の上、以下の書類を添えて市役所福祉課または各支所に提出して
ください。提出がない場合、 6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

●現況届に必要な提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　●提出期限　平成24年 6 月29日㈮まで
○現況届（別途市から送付されます）
○課税情報の確認に係る同意書（別途市から送付されます）
○請求者の保険証（写し）
○平成24年 1 月 1 日につがる市に住民登録のなかった方は、
　前住所地の平成24年度（23年分）の所得証明書が必要です

【問い合わせ先】福祉課　電話42－2111（内線245）

後期高齢者医療制度加入の皆様へ
○「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について
　「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、平成24年 7 月31日が有効期限ですが、平成23
年中の所得状況等により、平成24年度も引き続き認定される方には、新しい認定証（有効期限は平成25年 7
月31日まで）が郵送されますので、更新手続きの必要はありません。
　平成24年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と
印鑑を持参の上、手続きしてください。
○医療機関等の窓口負担及び保険料の減免等について
　天災その他特別な事情で、医療機関等の窓口負担や、保険料を支払うことが著しく困難になった場合は、
申請により減免等を受けられることがありますので、お早めにご相談ください。
○東日本大震災で被災された被保険者の方へ
　申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
　平成23年度に保険料の減免を受けた方で平成24年度も引き続き減免の要件に該当する場合についても、改
めて申請が必要となりますので詳しくは国民健康保険課後期高齢者医療係までご相談ください。

【問い合わせ先】国民健康保険課　電話42－2111（内線274・275）

1 ．情報公開制度
　市では、「つがる市情報公開条例」を制定しており、その運用状況について毎年 1 回以上公表する
ことになっています。平成23年度の運用状況について下表のとおり公表します。

実施機関 請求件数 処　理　状　況 ※ 実施機関は、表中に記載されている機
関の他に教育委員会、選挙管理委員会、
監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会、消防長、議会があります
が、23年度は請求がありませんでした。

公開 部分公開 非公開 不存在 取り下げ
市　　長 2 1 1 0 0 0

合　　計 2 1 1 0 0 0

2 ．個人情報保護制度
　市では、市が保有する市民の皆様の個人情報を守るため「つがる市個人情報保護条例」を制定しておりま
す。この制度は、市民の皆様の個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定め、ご自分の個人情報につ
いて開示請求をできる権利を保障する制度です。平成23年度の運用状況について下表のとおり公表します。

実施機関 請求件数 処　理　状　況
公開 部分公開 非公開 不存在 取り下げ

※ 表中に記載されている部局以外の実
施機関への開示請求はありませんで
した。

市　　長 2 2 0 0 0 0

農業委員会 3 3 0 0 0 0

合　　計 5 5 0 0 0 0

【問い合わせ先】総務課　電話42－2111（内線347）
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